
別紙１ 

 

「令和４年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内 

に存する土地等の評価について」の法令解釈通達（案）の概要 

 

１ 制定の背景 

  相続税や贈与税において土地等（土地及び土地の上に存する権利をいいます。以下同

じです。）の価額は、時価により評価することとされていますが、納税者の皆様が相続

税等の申告に当たり、土地等についてご自身で時価を把握することは必ずしも容易では

ありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局（所）

では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を

定めて公開しています。 

  しかしながら、避難指示区域内の土地等（令和４年１月１日現在において帰還困難区

域に設定されている区域内に存する土地等をいいます。以下同じです。）については、

次の理由から、令和３年分までと同様に、路線価等を定めることが困難な状況にありま

す。 

① 自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価額を把握するこ

とが困難又はできず、路線価等を定める環境や売買実例価額に準拠して評価する環境

にないこと 

② 避難指示区域内の土地等については、使用収益制限などによって減価していると認

められるが、その減価の程度を具体的に把握することは困難であること 

③ 「時価」を超える評価は違法となるところ、相続税等の課税のための評価であるこ

とを考慮すると、評価の安全性を十分に考慮する必要があること   

 

２ 令和４年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地

等の評価 

 ⑴ 令和４年中に取得した避難指示区域内の土地等の価額 

   令和４年１月１日から令和４年 12 月 31 日までの間に相続、遺贈又は贈与により取

得した避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「０」として差し支え

ないこととします。 

 

 ⑵ 令和４年中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指

示区域内の土地等の価額 

令和４年１月１日から令和４年 12 月 31 日までの間に相続、遺贈又は贈与により取

得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が

保有する避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「０」として差し支

えないこととします。 


